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遊漁規則の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



漁業法抜粋 

（遊漁規則） 

第１７０条 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域におい

てその組合員（漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員）

以外の者のする水産動植物の採捕（次項及び第五項において「遊漁」という。）につい

て制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければな

らない。 

２ 前項の遊漁規則（以下この条において単に「遊漁規則」という。）には、次に掲げる

事項を規定するものとする。 

 一 遊漁についての制限の範囲 

 二 遊漁料の額及びその納付の方法 

 三 遊漁承認証に関する事項 

 四 遊漁に際し守るべき事項 

 五 その他農林水産省令で定める事項 

３ 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 

４ 第一項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員

会の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県知事は、遊漁規則の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をし

なければならない。 

 一 遊漁を不当に制限するものでないこと。 

 二 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の

額に比して妥当なものであること。 

６ 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき

は、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その変更を命ずることができる。 

７ 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農

林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 

８ 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更に

ついても、同様とする。 
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遊漁規則認可等審査基準 

 

令和５年７月 

群馬県農政部蚕糸園芸課 

 

 第五種共同漁業の免許を受けた者が、漁業法第１７０条第１項に基づき定める遊漁規則（以下、

「規則」という。）の知事の認可又は同条第８項に基づく変更の認可に係る審査基準は以下のとおり

とする。 

 

（規則に規定すべき事項） 

１ 次の各事項が規定されていること。（漁業法第１７０条第２項及び漁業法施行規則第５７条） 

（１）遊漁についての制限の範囲 

（２）遊漁料の額及びその納付の方法 

（３）遊漁承認証に関する事項 

（４）遊漁に際し守るべき事項 

（５）漁場監視員に関する事項 

（６）違反者に対する措置に関する事項 

 

（規則の内容） 

２ 遊漁を不当に制限するものでないこと。（漁業法第１７０条第５項第１号） 

 

（遊漁料の額） 

３ 次の各項の範囲内で、遊漁料の額が当該漁業権にかかる水産動植物の増殖及び漁場の管理に要す

る費用の額に比して妥当なものであること。（漁業法第１７０条第５項第１号） 

（１）年間の遊漁料金は、当該漁協の行使料の１３０％以内とする。 

（２）日間の遊漁料金は、年間の遊漁料の２５％以内とする 

（３）当該遊漁する場所において、漁場監視員に遊漁料を納付する場合は、該当する魚種・漁法の

日間の遊漁料の５０％以内を現場加算金として設定する事ができる。ただし、複数の遊漁証取

扱所及びオンラインシステムにおいて遊漁者が任意の時間に遊漁料金を納付できる場合は、該

当する魚種・漁法の日間の遊漁料の１００％以内を現場加算金として設定することができる。 

 

（その他） 

４ 遊漁規則の制定及び変更を希望する場合は、県と事前協議をしたうえで、総会（又は総代会）の

決議を経ることとする。 
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１ 阪東漁業協同組合 
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１ 阪東漁業協同組合遊漁規則の主な変更内容 

 

 

 （１）第七条の変更（遊漁料の額及び納付方法） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 遊魚料の期間外における加算措置を廃止 

      イ 変更理由 

① 今後オンラインで年券を購入できるようにする予定であり、事 

務処理を円滑に行うため 

 

（２）第八条の変更（特設釣り場に関する事項） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① キャッチアンドリリース区間の廃止 

② 漁具・漁法の統一 

      イ 変更理由 

① 煩雑になっていた区間や漁具・漁法などの事項を全区間で統一

し、漁場管理の効率化を図るため 

② 同上 
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阪東漁業協同組合遊漁規則の変更（案） 新旧対照表 

 

変 更（案） 現 行 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁承認証取扱所（以下

「遊漁証取扱所」という。）又は組合が指定するオンラインシステムにおい

て納付するときは次の表のとおりとする。【削除】 

また、期間 1日の遊漁料について第 3項ただし書きに規定する方法により納付

するときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は 3，000 円、同じく全魚種（投

網、かすみ網を含む）を含む場合は 4,000 円、アユを除く魚種の場合は 2，

000 円を加算した額とする。なお、期間の欄の１年とは３月１日から翌年２月

末日までとする。 

 

 

 

（特設釣り場に関する事項）                                                    

第八条  組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げ

る期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うこ

とができる。【削除】 

 

【削除】 

ア 区  域 イ 期  間 ウ 漁具・漁法 

大輪川と吾妻川の

合流から金井発電

10 月１日から翌

年 1 月第 2 月曜

竿釣 

エサ釣り(ただし､リール付竿は

（遊漁料の額及び納付方法） 

第七条 遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁承認証取扱所（以下「遊

漁証取扱所」という。）又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付

するときは次の表のとおりとする。ただし、期間 1 年の遊漁料は４月 30 日ま

でに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、次の表の遊漁料に

１，０００円を加算した額とする。 

また、期間 1 日の遊漁料について第 3項ただし書きに規定する方法により納付す

るときは、次の表の遊漁料に全魚種の場合は 3，000 円、同じく全魚種（投網、

かすみ網を含む）を含む場合は 4,000 円、アユを除く魚種の場合は 2，000 円を

加算した額とする。なお、期間の欄の１年とは３月１日から翌年２月末日まで

とする。 

 

（特設釣り場に関する事項）      

第八条 組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げ

る期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うこ

とができる。ただし､採捕した魚は所持し又は販売を行う事はできず､採捕した

場で再放流しなければならない。 

（キャッチアンドリリース区間） 

ア 区  域 イ 期  間 ウ 漁具・漁法 

大輪川と吾妻川の合流

から上越新幹線吾妻川

橋梁と北群馬橋の間で

10月１日から組合が定め

る日時(12 月 20 日から 1

月末日の間)まで 

竿釣 

【新規】 

 
- 7 -



 

所排水路まで 

 

日までの組合が

定める日 

除く) 

テンカラ釣 

フライ釣 

ルアー釣 

（１人につき１本） 

 

２ 【省略】 

３ 【省略】 

４ 【削除】 

 

 

５ 【削除】 

 

第八条の二  

【削除】 

 

 

 

 

第八条の三 

【削除】 

 

 

 

 

 

組合が定める区域 テンカラ釣 

フライ釣 

ルアー釣 

（１人につき１本） 

 

２ 【省略】 

３ 【省略】 

４ 第１項の区域および期間において漁業する際は、シングルフック（1 本針）

かつバーブレスフック（返しのない針又は返しを潰した針）を使用しなければ

ならない。 

５ 第１項の区域および期間において漁業する際は、他区間から魚の持ち込みを

禁止し、ビクその他の魚を収容できるものの持ち込みをしてはならない。 

 

第八条の二 

次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げる期間を特設釣り 

場と定め、遊魚者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊魚を行うことができる。 

（キープ区間） 

【省略】 

 

第八条の三 

次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げる期間中を特設釣

り場と定め、遊魚者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊魚をおこなうことができる。 

(キャッチアンドリリース解除) 

【省略】 
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（附則） 

１ この規則は令和７年３月１日から施行する。 

（附則） 

１ この規則は令和６年３月１日から施行する。 
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２ 群馬漁業協同組合 
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１ 群馬漁業協同組合遊漁規則の主な変更内容 

 

 （１）第八条の変更（遊漁料の額及び納付方法） 

   ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 中学生以下の遊漁料を無料とする 

   イ 変更理由 

① 中学生以下の若年層の遊漁者拡大を図るため 

  

 （２）第九条の変更（特設釣り場に関する事項） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 期間の見直し 

② 中学生以下の遊漁料を無料とする 

      イ 変更理由 

① 河川及び各発電所の工事時期が不透明なため 

② 中学生以下の若年層の遊漁者拡大を図るため 
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群馬漁業協同組合遊漁規則の変更（案） 新旧対照表 

 

変 更（案） 現 行 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第八条 【省略】 

２ 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず、次の表の相当

欄のとおりとする。 

遊漁者の種

類 
魚 種 漁具・漁法 期 間 遊 漁 料 

中学生以下 

【削除】 【削除】 【削除】 【削除】 

全 魚 種 

徒手採捕 

手釣・竿釣 

置針・やす 

1 年 無料 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 

 

（特設釣り場に関する事項）                                                    

第九条  組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げ

る期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うこ

とができる。ただし、採捕した魚は所持し又は販売を行う事はできず、採捕し

た場で再放流しなければならない。 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第八条 【省略】 

２ 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず、次の表の相当

欄のとおりとする。 

遊漁者の種

類 
魚 種 漁具・漁法 期 間 遊 漁 料 

中 学 生 

アユを除く魚種 

徒手採捕 

手釣・竿釣 

置針・やす 

１年 無料 

全 魚 種 同  上 １年 ２，０００円 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 

 

（特設釣り場に関する事項）                                                    

第九条  組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に掲げ

る期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行うこ

とができる。ただし、採捕した魚は所持し又は販売を行う事はできず、採捕し

た場で再放流しなければならない。 
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ア 区 域 イ 期 間 ウ 漁 具 

坂東大堰下流端から

群馬大橋下流端まで

の組合が定める区域 

１０月１日から翌年２月末日

までの間の組合が定める期間 

竿釣り 

エサ釣 

 ルアー釣 

フライ釣 

テンカラ釣 

（１人につき１本） 

 

２ 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわら

ず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。

なお、期間の欄の 1 日とは８時から１７時までとし、午後とは正午から１７時

までとする。 

魚 種 期 間 区 分 遊 漁 料 

ニジマス 

１日 

中 学 生 以 下 無料 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，５００円 

上記以外の者 ３，０００円 

午後 

中 学 生 以 下 無料 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，０００円 

上記以外の者 ２，０００円 

 

ア 区 域 イ 期 間 ウ 漁 具 

坂東大堰下流端から

群馬大橋下流端まで

の組合が定める区域 

１０月１日から翌年２月末日

までの組合が定める日まで 

竿釣り 

エサ釣 

 ルアー釣 

フライ釣 

テンカラ釣 

（１人につき１本） 

 

２ 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわら

ず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。

なお、期間の欄の 1 日とは８時から１７時までとし、半日とは正午から１７時

までとする。 

魚 種 期 間 区 分 料 金 

ニジマス 

１日 

中 学 生 ５００円 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，５００円 

上記以外の者 ３，０００円 

半日 

中 学 生 ５００円 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，０００円 

上記以外の者 ２，０００円 - 13 -



 

３ 【省略】 

 

４ 第１項の区域および区間において、使用する釣り針は、バーブレスフックの

シングルフック（返しのない又は返しを潰した１本針）でなければならない。 

 

５ 第１項の区域および期間において遊漁する際は、他区間から魚の持ち込みを

禁止し、ビクその他の魚を収容できるものの持ち込みをしてはならない。 

 

第九条の二  組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に

掲げる期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行

うことができる。 

ア 区  域 イ 期  間 ウ 漁具 

坂東大堰下流端から

群馬大橋下流端まで

の組合が定める区域 

第九条第１項で組合の定める

期間の翌日から翌２月末日ま

での組合が定める日まで 

竿釣り 

エサ釣 

 ルアー釣 

 フライ釣 

 テンカラ釣 

（１人につき１本） 

 

２ 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわら

ず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。

なお、期間の欄の 1 日とは８時から１７時までとし、午後とは正午から１７時

までとする。 

３ 【省略】 

 

４ 第１項の区間において、釣り針を使用する場合、バーブレスフック（返しの

ない針又は返しを潰した針）を使用し、本数は１本でなければならない。 

 

５ 第１項の区域および期間において漁業する際は、他区間から魚の持ち込みを

禁止し、ビクその他の魚を収容できるものの持ち込みをしてはならない。 

 

第九条の二  組合は、次の表のア欄に掲げる区域内においては、それぞれイ欄に

掲げる期間中を特設釣り場と定め、遊漁者はウ欄の漁具・漁法でのみ遊漁を行

うことができる。 

ア 区  域 イ 期  間 ウ 漁具 

坂東大堰下流端から

群馬大橋下流端まで

の組合が定める区域 

第九条第１項で組合の定める

日の翌日から翌年２月末日ま

で 

竿釣り 

エサ釣 

 ルアー釣 

 フライ釣 

 テンカラ釣 

（１人につき１本） 

 

２ 前項の区域及び期間で遊漁をしようとする者は、前条各項の規定にかかわら

ず、次の表の遊漁料を特設釣り場遊漁証取扱所において納付するものとする。

なお、期間の欄の 1 日とは８時から１７時までとし、半日とは正午から１７時

までとする。 - 14 -



 

魚 種 期 間 区 分 遊 漁 料 

ニジマス 

１日 

中 学 生 以 下 無料 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，５００円 

上記以外の者 ３，０００円 

午後 

中 学 生 以 下 無料 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，０００円 

上記以外の者 ２，０００円 

 

３ 【省略】 

 

４ 【省略】 

魚 種 期 間 区 分 料 金 

ニジマス 

１日 

中 学 生 ５００円 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，５００円 

上記以外の者 ３，０００円 

半日 

中 学 生 ５００円 

群馬漁協が発行する 

期間１年の遊漁証保有者 
１，０００円 

上記以外の者 ２，０００円 

 

３ 【省略】 

 

４ 【省略】 
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変 更（案） 現   行 

群馬漁業協同組合管内 遊漁証取扱所 

別表 1                         〇印が取扱い遊漁証 

№ 
年
券 

日
券 

名   称 所  在  地 電話番号 

1 〇 〇 組合事務所 前橋市大手町 2-7-10 027-221-6712 

2 〇 〇 釣り具 天狗屋 
前橋市西片貝町 4-
16-26 

027-224-6334 

3 〇 〇 金木屋釣具店 前橋市住吉町 1-6-9 027-233-7643 

4 〇 〇 カーティスクリーク 
前橋市富士見町原之
郷 951-1 

027-289-2307 

5 〇 〇 アクロポリス 
前橋市千代田町 3-6-
15 B1  

027-232-9833 

6 〇 〇 星野工務所 前橋市河原浜町 353 027-283-4659 

7 〇 〇 上州屋 前橋店 前橋市三俣町 1-43-1 027-221-9731 

8 〇 〇 上州屋 高崎店 高崎市貝沢町 1319-1 027-364-0675 

9 〇  上州屋 新太田店 
太田市西矢島町 622-
1 

0276-45-4130 

10 〇  上州屋 伊勢崎店 
伊 勢 崎 市 宮 子 町
3635-14 

0270-21-3308 

11 〇  スズキ釣具 
み ど り 市 大 間 々 町
1314 

0277-72-1336 

12 〇 〇 サンビーム 高崎店 高崎市飯塚町 206-6 027-364-3332 

13 〇  つ り ピ ッ ト PRO SHOP 
MATSUDA 

高崎市江木町 1499-1 027-384-3390 

14 〇 〇 釣り具おおつか 
伊 勢 崎 市 連 取 町
3093-45 

0270-40-5871 

15 〇  つり倶楽部 伊勢崎市連取町 1166 0270-21-3533 

16 〇  池田屋釣具 伊勢崎市三光町 14-5 0270-25-2418 

17  〇 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋宮地店 前橋市宮地町 334-1 027-265-6825 

18 〇 〇 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ渋川坂東橋店 
渋川市北橘町下箱田
625 

027-231-8589 

19  〇 
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋川原町 
西原店 

前 橋 市 川 原 町 西 原
817-1 

027-237-3039 

群馬漁業協同組合管内 遊漁証取扱所 

別表 1  【追加】 

№ 年券 日釣 名   称 所  在  地 電話番号 

1 ◎ ◎ 組合事務所 前橋市大手町 2-7-10 027-221-6712 

2 ◎ ◎ 釣り具 天狗屋 
前橋市西片貝町 4-
16-26 

027-224-6334 

3 ◎ ◎ 金木屋釣具店 前橋市住吉町 1-6-9 027-233-7643 

4 ◎ ◎ カーティスクリーク 
前橋市富士見町原之
郷 951-1 

027-289-2307 

5 ◎ ◎ アクロポリス 
前橋市千代田町 3-6-
15 B1  

027-232-9833 

6 ◎ ◎ 星野工務所 前橋市河原浜町 353 027-283-4659 

7 ◎ ◎ 上州屋 前橋店 前橋市三俣町 1-43-1 027-221-9731 

8 ◎ 【追加】 上州屋 高崎店 高崎市貝沢町 1319-1 027-364-0675 

9 ◎  上州屋 新太田店 
太田市西矢島町 622-
1 

0276-45-4130 

10 ◎  上州屋 伊勢崎店 
伊 勢 崎 市 宮 子 町
3635-14 

0270-21-3308 

11 ◎  上州屋 足利店 
栃木県足利市福富町
1098 

0284-73-
0785 

12 ◎ 【追加】 サンビーム 高崎店 高崎市飯塚町 206-6 027-364-3332 

13 ◎  つ り ピ ッ ト PRO SHOP 
MATSUDA 

高崎市江木町 1499-1 027-384-3390 

14 ◎ 【追加】 釣り具おおつか 
伊 勢 崎 市 連 取 町
3093-45 

0270-40-5871 

15 ◎  つり倶楽部 伊勢崎市連取町 1166 0270-21-3533 

16 ◎  池田屋釣具 伊勢崎市三光町 14-5 0270-25-2418 

17  ◎ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋宮地店 前橋市宮地町 334-1 027-265-6825 

18 ◎ ◎ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ渋川坂東橋店 
渋川市北橘町下箱田
625 

027-231-8589 

19  ◎ 
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ前橋川原町 
西原店 

前 橋 市 川 原 町 西 原
817-1 

027-237-3039 - 16 -



 
○令和 7 年●月●日群馬県知事認可 群馬県指令蚕特第●●●－●号 
 

◆◆◆注意事項◆◆◆  
  遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法

第１９５条に規定する漁業権侵害事例として警察に通報し、取締り協力を求めるもの
とする。 
 

 

20 〇 〇 Pro-Zero (プロゼロ)  
伊 勢 崎 市 連 取 町
3298-4 

0120-876-580 

21  〇 
セブンイレブン・ローソン・フ
ァミリーマート店頭端末機 
（JTB チケット） 

（株）JTB 東京都品
川区東品川 2-3-11 

  

22 〇 〇 大嶋おとり 
前橋市朝日町 3-25-
1 

090-4671-
0553 

【削除】 

23 〇 〇 
特設冬季ニジマス釣場 
管理事務所 

前橋市敷島町地先   

24  〇 セブンチケット 
(株)セブンドリーム・ドット

コム 東京都千代田区二

番町 8-8 
03-6283-3695 

   特設釣り場遊漁証取扱所 

別表 2  

№ 
年
券 

日
券 

名   称 所  在  地 電話番号 

1 〇 〇 
特設 冬季ニジマス釣場 
管理事務所 
（冬季ニジマス釣場開催中） 

前橋市敷島町地先   

組合が指定するオンラインシステム 

別表 3 

№ 
年
券 

日
券 

名   称 所  在  地 電話番号 

1  〇 Fish PASS 

株式会社フィッシュパ
ス 
福井県坂井市丸岡町 
熊堂 3-7-1-16 

 0776-67-
7335 

 
○令和６年 2 月 19 日群馬県知事認可 群馬県指令蚕園第 201-10003 号 
 

◆◆◆注意事項◆◆◆  
  遊漁者がこの遊漁規則に違反し、漁場監視員の指導に従わない場合は、漁業法第１

９５条に規定する漁業権侵害事例として警察に通報し、取締り協力を求めるものとす
る。 

 

 

20 ◎ ◎ Pro-Zero (プロゼロ)  
伊 勢 崎 市 連 取 町
3298-4 

0120-876-580 

21  ◎ 
セブンイレブン・ローソ
ン・ファミリーマート店頭
端末機 （JTB チケット） 

（株）JTB 東京都品
川区東品川 2-3-11 

  

22 【追加】 ◎ 大嶋おとり 
前橋市朝日町 3-25-
1 

090-4671-
0553 

23  ◎ 高野おとり 
前橋市北代田町
391-1 

090-3431-
9440 

24 ◎ ◎ 
特設冬季ニジマス釣場 
管理事務所 

前橋市敷島町地先   

25  ◎ セブンチケット 
(株)セブンドリーム・ドット

コム 東京都千代田区二

番町 8-8 
03-6283-3695 

   
特設釣り場遊漁証取扱所 

別表 2 

№ 
年 
券 

日 
釣 

名   称 所  在  地 電話番号 

1 ◎ ◎ 

特設 冬季ニジマス釣場 
管理事務所 
（冬季ニジマス釣場開催
中） 

前橋市敷島町地先   

組合が指定するオンラインシステム 

別表 3 

№ 
年
券 

日
釣 

名   称 所  在  地 電話番号 

1  ◎ Fish PASS 

株式会社フィッシュパ
ス 
福井県坂井市丸岡町 
熊堂 3-7-1-16 

 0776-67-
7335 
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３ 吾妻漁業協同組合 
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１ 吾妻漁業協同組合遊漁規則の主な変更内容 

 

 （１）第四条の変更（漁具・漁法の制限） 

   ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① アユ釣りにおけるハリスの長さの制限の見直し 

② コロガシ漁の制限 

   イ 変更理由 

① 友釣り以外の漁法を禁止するため 

② 友釣りと期間を分けトラブルを回避するため 

 

 （２）第六条の変更（キャッチアンドリリース区間の設置） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 対象魚種の見直し 

      イ 変更理由 

① 資源量を維持するため 
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吾妻漁業協同組合遊漁規則の変更（案） 新旧対照表 

 

変 更（案） 現 行 

（目 的） 

第一条 この規則は、吾妻漁業協同組合（以下「組合」という。）が免許を受

けた共第４号第五種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場」という。）の区域

において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物

（アユ、マス（ヤマメ、イワナを含む。以下同じ。）、コイ、フナ、ウグ

イ、オイカワ及びウナギをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」とい

う。）について制限に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（漁具・漁法の制限） 

第四条 遊漁に用いる漁具漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるものと

し、その規模はそれぞれ右欄に掲げる範囲でなければならない。 

漁具・漁法 規     模 

手     釣 １人につき１本 

 

竿     釣 

１人につき２本以下 

（鮎釣りの場合、ハリスの長さはおとり及び疑似おと

りの後端から１４センチメートル以内） 

す く い 網 １人につき１統・網口径４５センチメートル 

以下 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具・漁法は、イ欄の魚

種をウ欄の区域においてエの期間中遊漁してはならない。 

（目 的） 

第一条 この規則は、吾妻漁業協同組合（以下「組合」という。）が免許を受

けた共第４号第五種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場」という。）の区域

において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物

（アユ、マス、ヤマメ、イワナ、コイ、フナ、ウグイ、オイカワ及びウナギ

をいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という。）について制限に関し

て必要な事項を定めるものとする。 

 

（遊具・漁法の制限） 

第四条 遊漁に用いる漁具・漁法は、徒手採捕及び次の表の左欄に掲げるもの

とし、その規模はそれぞれ右欄に掲げる範囲でなければならない。 

漁具・漁法 規   模 

手    釣 １人につき１本 

 

竿    釣 

１人につき２本以下 

（疑似おとり使用の場合、ハリスの長さは疑似おとり

の後端から２０cm 以下） 

 

す く い 網  １人につき１統・網口径４５ｃｍ以下 

２ 【追加】 
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ア 漁具・漁法 イ 魚種 ウ 区域 エ 期間 

コロガシ アユ 吾妻漁協が管理す

る漁場全域 

11 月 1 日から 

翌年 8 月 31 日 

 

（キャチアンドリリース区間の設置） 

第六条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる 

 期間において採捕した魚を所持し、又は販売を行うことはできず、採捕した

場で再放流しなければならない。 

ア 魚種 イ 区 域 ウ 期 間 

全 魚 種 

 

 

吾妻川舟渡大橋から

箱島堰堤までの区域 

１月１日から 

１２月３１日まで 

２ 【省略】 

３ 【省略】 

 

（附則） 

１ この規則は令和７年３月１日から施行する。 

２ 【削除】 

 

 

１  

 

 

 

 

（キャチアンドリリース区間の設置） 

第六条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる 

 期間において採捕した魚を所持し、又は販売を行うことはできず、採捕した

場で再放流しなければならない。 

ア 魚種 イ 区 域 ウ 期 間 

イワナ、ヤマ

メサクラマス 

マス 

吾妻川舟戸大橋から

箱島堰堤までの区域 

１月１日から 

１２月３１日まで 

２ 【省略】 

３ 【省略】 

 

（附則） 

１ この規則は令和５年９月１日から施行する。 

２ この規則施行前に吾妻漁業協同組合遊漁規則（共第２号第五種共同漁業

権）により交付された遊漁証は、その承認期間中は有効なものともする。 
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別表　遊漁証取扱所　新旧対照表

No. 名称 住所 電話番号 備考・年券 No. 名称 住所 電話番号 備考・年券

1 東吾妻町役場 東吾妻町原町1046 0279-68-2111 〇 1 東吾妻町役場 東吾妻町原町1046 0279-68-2111 〇

2 東吾妻町観光協会 　〃　　原町627-2 0279-70-2110 〇 2 東吾妻町観光協会 　〃　　原町627-2 0279-70-2110 〇

3 石田電業所 東吾妻町岡崎1785-14 0279-59-3524 〇 3 石田電業所 東吾妻町岡崎1785-14 0279-59-3524 〇

5 日野製パン(有) 東吾妻町松谷147-1 0279-67-2103 5 日野製パン(有) 東吾妻町松谷147-1 0279-67-2103

6 加辺理容所 東吾妻町本宿693-1 0279-69-3448 〇 6 加辺理容所 東吾妻町本宿693-1 0279-69-3448 〇

7
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
群馬高山中山店

高山村中山509-2 0249-63-3669 7
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
群馬高山中山店

高山村中山509-2 0249-63-3669

8 コグレ理容所 中之条町948 0279-75-2588 〇 8 コグレ理容所 中之条町948 0279-75-2588 〇

9
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

中之条町伊勢町31-6 0279-69-7030 9
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

中之条町伊勢町31-6 0279-69-7030

10
ローソン
中之条ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

　　　〃　　　33-2 0279-76-3108 10
ローソン
中之条ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

　　　〃　　　33-2 0279-76-3108

11
ファミリーマート
中之条伊勢町下店

　　　〃　　　675-1 0279-69-7751 11
ファミリーマート
中之条伊勢町下店

　　　〃　　　675-1 0279-69-7751

12 ローソン西中之条店 中之条町西中之条113-3 0279-75-7032 12 ローソン西中之条店 中之条町西中之条113-3 0279-75-7032

13
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条横尾店

中之条町横尾286-1 0279-75-7712 13
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条横尾店

中之条町横尾286-1 0279-75-7712

14 安原商店(有) 中之条町折田687-2 0279-75-6104 14 安原商店(有) 中之条町折田687-2 0279-75-6104

15 加藤孝幸 東吾妻町川戸897-4 0279-68-5126 〇 15 加藤孝幸 【追加】 【追加】 〇

16
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条折田店

中之条町折田171-1 0279-75-7767 16
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
中之条折田店

中之条町折田171-1 0279-75-7767

17 関理容所 中之条町四万温泉 0279-64-2321 17 関理容所 中之条町四万温泉 0279-64-2321

18
ファミリーマート
東吾妻原町店

東吾妻町原町726-1 0279-76-4655 18
ファミリーマート
東吾妻原町店

東吾妻町原町726-1 0279-76-4655

19 高山村役場 高山村中山2856-1 0279-63-2111 〇 19 高山村役場 高山村中山2856-1 0279-63-2111 〇

20 齋藤自転車店 中之条町伊勢町575-5 0279-75-2793 〇 20 齋藤自転車店 中之条町伊勢町575-5 0279-75-2793 〇

21 【削除】 21 中之条町役場 中之条町中之条町1091 0279-75-2111

改正後 現行（改正前）
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21 吾妻漁業協同組合 中之条町伊勢町1310-1 0279-75-4114 〇 22 吾妻漁業協同組合 中之条町伊勢町1310-1 0279-75-4114 〇

22 嬬恋村役場 嬬恋村大前110 0279-96-0511 〇 23 嬬恋村役場 嬬恋村大前110 0279-96-0511 〇

23 そのだスポーツ 　〃　三原452 0279-97-2138 〇 24 そのだスポーツ 　〃　三原452 0279-97-2138 〇

24 栃木屋旅館 嬬恋村大前817-10 0279-96-0002 25 栃木屋旅館 嬬恋村大前817-10 0279-96-0002

25
嬬恋鹿沢キャンピン
グガーデン

嬬恋村田代1017 0279-98-0588 26
嬬恋鹿沢キャンピン
グガーデン

嬬恋村田代1017 0279-98-0588

26 長野原町役場 長野原町1340-1 0279-82-2244 〇 27 長野原町役場 長野原町1340-1 0279-82-2244 〇

27 市川スポーツ 長野原町142-1 0279-82-3700 〇 28 市川スポーツ 長野原町142-1 0279-82-3700 〇

28 北軽井沢観光協会 北軽井沢1988 0279-84-2047 〇 29 北軽井沢観光協会 北軽井沢1988 0279-84-2047 〇

29 草津温泉観光公社 草津甲213 0279-88-4050 〇 30 草津温泉観光公社 草津甲213 0279-88-4050 〇

30 六合支所 中之条町小雨577-1 0279-95-3111 〇 31 六合支所 中之条町小雨577-1 0279-95-3111 〇

31 金丘屋 中之条町入山1673-1 0279-95-5005 32 金丘屋 中之条町入山1673-1 0279-95-5005

32
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
長野原大津店

長野原町大津400-4 0279-80-1771 33
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
長野原大津店

長野原町大津400-4 0279-80-1771

33
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
群馬北軽井沢店

長野原町北軽井沢1988-78 0279-84-3336 34
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
群馬北軽井沢店

長野原町北軽井沢1988-78 0279-84-3336

34 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ嬬恋三原店 嬬恋村鎌原710-25 0279-97-1577 35 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ嬬恋三原店 嬬恋村鎌原710-25 0279-97-1577

35
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
嬬恋大笹店

嬬恋村大笹169-1 0279-96-1358 36
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ
嬬恋大笹店

嬬恋村大笹169-1 0279-96-1358

36 ローソン北軽井沢店 長野原町北軽井沢1988-1096 0279-84-6570 37 ローソン北軽井沢 長野原町北軽井沢1988-1096 0279-84-6570

37 味の民話 東吾妻町岩井924-6 0279-68-2855 〇 37 【追加】

38 丸山正一 東吾妻町須賀尾1883-2 38 【追加】

39 あづま温泉 桔梗館 東吾妻町新巻325-1 0279-59-3533 39 【追加】
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３ 上州漁業協同組合 
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１ 上州漁業協同組合遊漁規則の主な変更内容 

 

 （１）第四条の変更（漁具・漁法の制限） 

   ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 友釣り専用区の新設 

② 投網を用いた遊漁の区域の縮小 

③ 擬似おとり使用の友釣り遊漁の区域と期間の延長 

④ リール付竿の使用の解禁 

⑤ ヤス、置き針、穴釣、ツクダ漁、筌の使用の制限 

   イ 変更理由 

① アユの遊漁期間が延長してきているため 

② 上流域の魚類を保護し、資源回復を図るため 

③ 遊漁者のニーズに応えるため 

④ 遊漁者のニーズに応えるため 

⑤ 上流域の魚類を保護し、資源回復を図るため 
 

 （２）第九条の変更（遊漁料の額及び納付の方法） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 中学生及び高校生に対する期間外における加算措置の廃止 

      イ 変更理由 

① 若年層の遊漁者を増やすため 
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上州漁業協同組合遊漁規則の変更（案） 新旧対照表 

 

変 更（案） 現 行 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第二条【省略】 

２ 【省略】 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、当該遊漁の承認により

当該水産動物の繁殖保護、組合員もしくは他の遊漁者（第１項の承認を受け

た者をいう。以下同じ。）の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認め

られる場合又は第十三条に規定する場合を除き、第１項の承認をするものと

する。 

４ 遊漁者は、直ちに、第九条第１項あるいは同条第２項の遊漁料を同条第３

項の方法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具漁法の制限） 

第四条 【省略】 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法はイ欄の水産動

物をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。 

ア漁具漁法 
イ水産

動物 
ウ区 域 エ期 間 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第二条【省略】 

２ 【省略】 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、当該遊漁の承認により当該

水産動物の繁殖保護、組合員もしくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をい

う。以下同じ。）の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又

は第十三条に規定する場合を除き、第１項の承認をするものとする。 

 

４ 遊漁者は、直ちに、第十三条第１項あるいは同条第２項の遊漁料を同条第３

項の方法により組合に納付しなければならない。 

 

（漁具漁法の制限） 

第四条 【省略】 

２ 前項の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる漁具漁法はイ欄の水産動物

をウ欄の区域においてエ欄の期間中遊漁をしてはならない。 

ア漁具漁法 
イ水産

動物 
ウ区 域 エ期 間 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 
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投網 

全魚種 

駒寄川合流から下流の上

州漁協が管理する烏川本

流及び栄橋から下流の榛

名白川、中橋から鼻高橋ま

での間と中乗橋から下流の

碓氷川、下小坂大橋から

下流の上州漁協が管理す

る鏑川、鏑川農業用水取

水口から下流の南牧川、

小 沢 橋 か ら 下 流 の 高 田

川、星川 

（上記水域を以下「鮎投網

解禁区域」という。） 

3月26日から 

9月1日午前8時まで 

全魚種 鮎投網解禁区域 
12月1日から 

翌2月末まで 

投網 

全魚種 

里見発電所放水口から駒

寄川合流までの烏川本支

流、久保井土堰堤から中

橋までの碓氷川 

（上記水域を以下「友釣専

用区」という。） 

3月26日から 

10月1日午前8時ま

で 

全魚種 友釣専用区 
12月1日から 

翌2月末まで 

投網 

全魚種 

里見発電所放水口から下流

の上州漁協が管理する烏川

及び栄橋から下流の榛名白

川、中橋から鼻高橋までの

間と中乗橋から下流の碓氷

川、下小坂大橋から下流の

上州漁協が管理する鏑川、

鏑川農業用水取水口から下

流の南牧川、小沢橋から下

流の高田川、星川 

（上記水域を以下「鮎投網解

禁区域」という。） 

3月26日から 

9月1日午前8時まで 

全魚種 鮎投網解禁区域 
12月1日から 

翌2月末まで 

投網 

全魚種 

【追加】久保井土堰堤から中

橋までの碓氷川 

（上記水域を以下「友釣専用

区」という。） 

 

 

3月26日から 

10月1日午前8時ま

で 

全魚種 友釣専用区 
12月1日から 

翌2月末まで 
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全魚種 

里見発電所放水口から上

流 の 烏 川 本 流 及 び 烏 川

各 支 流 （ 栄 橋 から下 流 の

榛 名 白 川 、 碓 氷 川 を 除

く）、上州漁協が管理する井

野 川 本 支 流 、中 乗 橋 から

鼻 高 橋 の 間 及 び 久 保 井

戸堰堤から上流の碓氷川

本 流 、碓 氷 川 各 支 流 、碓

氷 湖 、妙 義 湖 、霧 積 湖 、

下小阪大橋から上流の西

牧 川 本 流 、上州漁協が管

理する鏑川及び西牧川 の

各 支 流 （ 高 田 川 ・ 星 川 を

除 く ） 、 鏑 川 農 業 用 水 取

水口から上流の南牧川本

流 、南 牧 川 各 支 流 、馬 庭

堰取水口堰堤上流50ｍか

ら下流100ｍ までの鏑 川、

小 沢 橋 からから上 流 の高

田 川 、大 塩 湖 、東 谷 川 ダ

ム、野上ダム 

 （上記水域を以下「投網

通年禁止区域」という。） 

1月1日から 

12月31日まで 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 

疑似おとり 

使 用 の 友

釣 

全魚種 

駒寄川合流から下流の上州

漁協が管理する烏川本流及

び上州漁協が管理する井野

川本流 

12月1日から翌年 

第三条第1項の組合

が定める日時まで 

全魚種 

【削除】 

栄橋から下流の榛名白川、

中橋から下流の碓氷川、下

小坂大橋から下流の上州漁

協が管理する鏑川、鏑川農

業用水取水口から下流の南

牧川、小沢橋から下流の高

田川、星川 

12月 1日 から翌 年  

9月1日午前8時まで 

全魚種 

里 見 発 電 所 放 水 口 から上

流 の烏 川 本 流 及 び烏 川 各

支流（栄橋から下流の榛名

白川、碓氷川を除く）、上州

漁協が管理する井野川本支

流、中乗橋から鼻高橋の間

及 び久 保 井 戸 堰 堤 から上

流 の碓 氷 川 本 流 、碓 氷 川

各支流、碓氷湖、妙義湖、

霧積湖、下小阪大橋から上

流の西牧川本流、上州漁協

が管理する鏑川及び西牧川

の各 支 流 （ 高 田 川 ・ 星川 を

除 く） 、鏑 川 農 業 用 水取 水

口から上流の南牧川本流、

南 牧 川 各 支 流 、馬 庭 堰 取

水 口 堰 堤 上 流 50ｍ から下

流 100ｍ までの鏑 川 、小 沢

橋 か ら明 戸 橋 の間 の高 田

川 、大 塩 湖 、東 谷 川 ダム、

野上ダム 

 （ 上 記 水 域 を以 下 「 投 網

通年禁止区域」という。） 

1月1日から 

12月31日まで 

【省略】 【省略】 【省略】 【省略】 

疑似おとり 

使用の友釣 

全魚種 

聖石橋から下流の上州漁協

が管理する烏川、宿矢橋から

下流の上州漁協が管理する

井野川 

12月 1日 から翌 年  

8月1日午前8時まで 

全魚種 

里見発電所放水口から聖石

橋までの間の烏川、栄橋から

下流の榛名白川、中橋から下

流の碓氷川、下小坂大橋から

下流の上州漁協が管理する

鏑川、鏑川農業用水取水口

から下流の南牧川、小沢橋か

ら下流の高田川、星川 

12月 1日 から翌 年  

9月1日午前8時まで 
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全魚種 友釣専用区 
12月 1日 から翌 年  

10月1日午前8時まで 

【削除】 【削除】 【削除】 

エサ釣 

リール付竿 

（擬似おとり

使 用 を 除

く） 

アユ 
上州漁協が管理する漁場全

域 

1 月 1 日 から 

12月 31日 まで 

リール付竿 

（擬似おと

り 使 用 の

み） 

アユ 

駒寄川合流から下流の上州

漁協が管理する烏川本流及

び上州漁協が管理する井野

川本流を除く、上州漁協が

管理する漁場全域 

1 月 1 日 から 

12 月 31 日まで 

リール付竿 

（擬似おと

り 使 用 の

み） 

アユ 

駒寄川合流から下流の上州

漁協が管理する烏川本流及

び上州漁協が管理する井野

川本流 

12 月 1 日 から翌

年 第 三 条 第 1 項

の 組 合 が 定 め る

日 時 まで 

ヤ ス 

置 針 

穴 釣 

ツクダ漁 

筌 

全魚種 

里見発電所放水口から上流

の烏川本支流、滑川、駒寄

川、栄橋上流の白川、唐沢

川、早瀬川、久保井戸堰堤

から上流の碓氷川本支流、

恵宝沢上流の秋間川、下小

坂大橋から上流の西牧川本

支流、鏑川農業用水取水口

から上流の南牧川本支流、

青倉川、中沢川、栗山川、

横瀬川、野上川、大沢川、

雄川、矢田川、土合川、大

塩湖 

1 月 1 日 から 

12 月 31 日 まで 

 

全魚種 友釣専用区 

12月 1日 から翌 年  

10月1日午前8時ま

で 

全魚種 

宿矢橋から下流の上州漁協

が管理する井野川を除く投網

通年禁止区域 

1月 1日 から 

12月31日まで 

エサ釣 

リール付竿 

 

 

アユ 
上州漁協が管理する漁場全

域 

1 月 1 日 から 

12月 31日 まで 

【追加】 【追加】 【追加】 【追加】 

【追加】 【追加】 【追加】 【追加】 

【追加】 【追加】 【追加】 【追加】 
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（遊漁料の額及び納付の方法） 

第九条  遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁証取扱所（以下「遊漁

証取扱所」という。）又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付

するときは次の表のとおりとする。ただし、期間１年の遊漁料は２月１日か

ら４月３０日までに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、

中学生、高校生を対象とする遊漁料を除き、次の表の遊漁料に全魚種の場合

は１,０００円、アユを除く魚種の場合は３００円を加算した額とする。

【省略】 

 

 

（附則） 

１ この規則は令和７年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（遊漁料の額及び納付の方法） 

第九条  遊漁をする場合の遊漁料について、別表の遊漁証取扱所（以下「遊漁証

取扱所」という。）又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付すると

きは次の表のとおりとする。ただし、期間１年の遊漁料は２月１日から４月３０

日までに納付するものとし、それ以外の期間に納付するときは、【追加】次の表

の遊漁料に全魚種の場合は１,０００円、アユを除く魚種の場合は３００円を加算

した額とする。【省略】 

 

 

 

（附則） 

１ この規則は令和６年３月１日から施行する。 
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５ 東毛漁業協同組合 
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１ 東毛漁業協同組合遊漁規則の主な変更内容 

 

 （１）第二条の変更（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

   ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 中学生以下の遊漁料を無料とする 

   イ 変更理由 

① 若年層の遊漁者の増加を図るため 
 

 （２）第七条の変更（遊漁料の額及び納付方法） 

      ア 変更内容（別紙：新旧対照表） 

① 高校生券の新設 

      イ 変更理由 

① 若年層の遊漁者の増加を図るため 
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東毛漁業協同組合遊漁規則の変更（案） 新旧対照表 

 

変 更（案） 現 行 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に

申請してその承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生

・中学生が行う遊漁についてはこの限りではない。 

２ 前項の規定による申請は、期間１日の遊漁の場合は口頭又は組合が指定す

るオンラインシステムで、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、

遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又は組合が指定するオ

ンラインシステムにより申請しなければならない。但し、第七条２項の高校生

の場合、学生証の写しを提出のこと。 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第七条 【省略】 

 

２ 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず、次の表の相

当欄のとおりとする。 

遊漁者の種類 魚 種 漁具・漁法 期 間 遊 漁 料 

高 校 生 全 魚 種 徒手採捕・ 

手 釣・竿 釣・置き

針・やす 

１年 ３，０００

円 

注 遊漁料については、消費税及び地方消費税を含む。 

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務） 

第二条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に

申請してその承認を受けなければならない。ただし、未就学の幼児及び小学生

が行う遊漁についてはこの限りではない。 

２ 前項の規定による申請は、期間１日の遊漁の場合は口頭又は組合が指定す

るオンラインシステムで、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、

遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又は組合が指定するオ

ンラインシステムにより申請しなければならない。【追加】 

 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第七条 【省略】 

 

２ 次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず、次の表の相

当欄のとおりとする。 

遊漁者の種類 魚 種 漁具・漁法 期 間 遊 漁 料 

中 学 生 アユを除

く魚種 

徒手採捕・ 

手 釣・竿 釣・

【追加】やす 

１年 ３００円 

注 遊漁料については、消費税及び地方消費税を含む。 - 33 -



 

（附則） 

１ この規則は令和７年○月○日から施行する。 

２ 【削除】 

 

（附則） 

１ この規則は令和５年９月１日から施行する。 

２ この規則施行前に令和５年２月２１日付け群馬県指令蚕園第２０１－２号

で認可された東毛漁業協同組合遊漁規則（共第３号及び８号第五種共同漁業

権）により交付した遊漁証は、その承認期間中は有効なものとする。 
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